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８  陳  情 

第 ２ 号 
区議会議場に国旗および区旗の掲揚を求める陳情 

 
付 託 委 員 会 

 
自治・議会・行財政改革等特別委員会 

 
受理及び付託 

年 月 日 
 

令和８年３月５日受理、令和８年３月２４日付託 

陳 情 者 

新宿区余丁町――――――――― 

  ――――――――――――― 

    代表 ―――――――― 

 

（ 要 旨 ） 

本来あるべき議場の環境として、本会議場に国旗および区旗を掲揚することを求めま

す。 

 

（ 理 由 ） 

新宿区議会本会議場に傍聴に伺うと、国旗・区旗が掲げられていないことに区民とし

て大変な違和感を覚えます。 

区役所としては正面玄関前に国旗・区旗をポール掲揚していますし、区の重要な公式

行事においては必ず真正面に掲揚されるのに対し、区議会の意思決定機関として最も格

式の高い場とされる本会議場に掲揚されていないのは極めて不自然です。 

他方、新宿区に隣接する港区では、当初は掲揚されていなかったものの２０１１年に

「本会議場に国旗の掲揚を求める請願」が採択され掲揚が始まり、千代田区においても

港区が掲揚するようになったことを踏まえ、まもなく掲揚が始まったとされます。現在

では東京２３区のうち２０区で本会議場に掲揚されており、掲揚していない新宿区は数

少ない不名誉な状況となっており、区民として恥ずかしくもあります。 

国会においては、終戦後ＧＨＱにより日章旗掲揚が全面的に禁止され、後に緩和措置

が取られたものの制限を受けてきたとされますが、１９９９年に「国旗及び国歌に関す

る法律」（国旗国歌法）が施行され、日章旗が国旗として法律上正式に定められたこと

に伴い、翌年２０００年に衆・参両議院の本会議場に常時掲揚されるようになりました。

国会中継で首相や国会議員の多くが演壇に立つときや退出するときに、国旗に敬意を表

し一礼する姿に清々しさや議会に対する親近感を感じる国民も少なくないと思われま

す。 

  東京都議会の本会議場においても、同様に２０００年から国旗・都旗の常時掲揚が始

まったとされ、都知事や議員の多くが一礼されます。 

一方、市区町村議会においても、国会や都議会に倣い、多くの地方議会で国旗掲揚の

請願・陳情が急増し多数決により掲揚が始まったとされます。地方議会は、憲法で地方

自治が保障されているものの、国家の統治機構の一部として位置づけられていることか

ら、国旗掲揚は日本国の統一性・国家的象徴の意味合いもあるとされます。議事の正当

性・公式性・重みを視覚的に示すことにもなり、区民から見ると議会運営の安心感・信
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頼性が増すことになりますので、極めて重要なことと思われます。 

国家の象徴である国旗および区の象徴である区旗への敬意の念が「思想・表現の自由」

を優先するあまり犠牲になってしまうようなことは本末転倒とも言えます。 

また、将来を担う子供たちや区民に対し、率先して範を示すべきではと考えます。 

よって、是非とも本会議場に国旗および区旗を掲揚していただけますようお願い致し

ます。 

 

 


